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　日ごろから、ごみの減量と資源化にご協力いただき、ありがとうござ
います。
　これからの時期は、引っ越しする方も多く、粗大ごみの回収には、申
し込みから３週間以上かかる場合があります。そこで今回は、株式会社
マーケットエンタープライズが運営するリユースサービス「おいくら」
を紹介します。
　本サービスは、ご家庭で不用になった品物の情報を入力すると、複数
のリユースショップから一括査定を受けることのできる売却型のリユー
スサービスで、さまざまな不用品に対応しています。冷蔵庫・洗濯機な
ど粗大ごみとして処分できないものや自分では運べないような大型品も
売却の対象となります。また、買い取りが成立すれば最短で当日中に売
却できることもあります。処分費用を払って処分する前に、「おいくら」
を活用したリユースをご検討してみてはいかがでしょうか。
　年度末の粗大ごみの申し込みはお早めにお願いします。
iごみ対策課減量推進係（☎０４２-３８７-９８５４）

ごみ減量大作戦！ 263

　家庭ごみ指定収集袋の外袋表面
に、令和７年度後期から掲載する
広告を募集します。指定収集袋は
市内全域で幅広い世代の方に利用
されますので、有効な広告媒体と
してぜひ、ご活用ください。

■募集案内配布場所等ごみ対策
課、市ホームページ
m３月２１日までに、直接、申込書
および必要書類をごみ対策課清掃
係（市役所第二庁舎４階☎０４２-
３８７-９８３５）へ

家庭ごみ家庭ごみ
指定収集袋外装袋の指定収集袋外装袋の
広告主を募集広告主を募集

広告概要

広告媒体
規格

組数
(組)

掲載料
（円）品目 広告寸法

（ｍｍ）
燃やすごみ用 小袋（１０ℓ） 縦５５×横１３５ １７４,０００ １３８,０００
燃やすごみ用 中袋（２０ℓ） 縦７５×横１６０ １８５,０００ ２３７,０００
燃やさないごみ・
プラスチックごみ用 小袋（１０ℓ） 縦４５×横１３５ ９３,０００ ６０,０００

燃やさないごみ・
プラスチックごみ用 中袋（２０ℓ） 縦６０×横１６０ １６４,０００ １６８,０００

名　称 と　き ところ 内　容 問合先

文化財保護審
議会

２月１９日㈬
１０：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

文化財保護事業
について　ほか

生涯学習課文化財係
（☎０４２-３８７-９８７９）

食育推進会議 ２月２５日㈫
１４：００〜 保健センター 食育推進計画に

ついて　ほか
健康課健康係
（☎０４２-３２１-１２４０）

玉川上水・小
金井桜整備活
用推進委員会

２月２６日㈬
１０：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

玉川上水整備事
業について、現
地視察　ほか

生涯学習課文化財係
（☎０４２-３８７-９８７９）

青少年問題協
議会

２月２６日㈬
１０：００〜

本町暫定庁舎１
階第１会議室 専門委員会

児童青少年課児童青少
年係
（☎０４２-３８７-９８４７）

環境審議会 ３月４日㈫
９：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

環境保全につい
て　ほか

環境政策課環境係
（☎０４２-３８７-９８１７）

地下水保全会
議

３月１３日㈭
９：３０〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

地下水の保全に
ついて　ほか

環境政策課環境係
（☎０４２-３８７-９８１７）

※傍聴については事前にお問い合わせください

各種審議会等の開催日程

福 祉 の ひ ろ ば

高齢者いきいき活動講座 
マジックを楽しもう、演じる
楽しみも体験−マジック講座

　マジックショーを見たあとは、自
分で作ったマジックを使って挑戦し
ながら楽しみます。
d３月１８日㈫午後２時～４時
b社会福祉協議会
k宇佐見令二さん（マジシャン）
t市内在住の６０歳以上の方
s２５人（多数抽選）
m２月２５日（消印有効）までに、往
復はがきに住所・氏

ふりがな

名・年齢・性別

・電話番号を明記し、社会福祉協議
会「マジック係」（〒１８４-０００４本町
５-３６-１７☎０４２-３８７-００１１）へ

おとしより無料入浴デー 
「ヒバ湯」

d２月１６日㈰午後４時～１１時
bぬくい湯（貫井北町３-４-４）
t市内在住の６５歳以上の方、小学生
以下の方
eご利用の際は、浴場に口頭で必ず
申し出てください
i介護福祉課高齢福祉係（☎０４２-３８７
-９８４３）

納め忘れはありませんか？
　各種税金・保険料は、さまざまなサービスを提供するための大切な財
源です。納め忘れがありましたら至急、納付をお願いします。
　納期限内に納めることが困難な方は、ご相談ください。

　納期限経過後は、延滞金が加算されます。また、督促や催告に
もかかわらず納付がない場合は、差し押さえによる滞納処分が課
せられることがあります。
　また、国民年金保険料は、老齢基礎年金等が受け取れなくなる
場合があります。

各種税金・保険料を滞納すると…

各種税金・保険料 問合せ先
市税、国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料 納税課納税係（☎０４２-３８７-９８２３）

国民年金保険料
立川年金事務所（☎０４２-５２３-０３５２）
市保険年金課国民年金係（☎０４２-３８７-
９８４４）

　市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。
　月間平均アクセス件数が約７５万件と多くのアクセスがありますので、
有効な広告媒体としてぜひ、ご活用ください。申し込みは、随時受け付
けています。
■掲載場所市ホームページのトップページ
■掲載期間各月１日から１か月単位（最長１２か月）
■掲載料（１枠）▷１か月＝３０,０００円▷３か月＝８５,５００円（月額２８,５００円）
▷６か月＝１６２,０００円（月額２７,０００円）▷１２か月＝２８８,０００円（月額２４,０００円）
■申込書配布市ホームページから「広告掲載申込書」「ホームページバ
ナー広告掲載申込内容書」をダウンロードしてください
m郵送または直接、申込書等に必要事項を明記し、広報秘書課広報係（〒
１８４-８５０４住所不要・市役所本庁舎２階☎０４２-３８７-９８０３）へ

市ホームページ
バナー広告募集
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